
                        主       　　 　　　文

      １　原判決中，被控訴人らに関する部分を次のとおり変更する。
      　（１）　被控訴人らは，京都市に対し，各２万７８０４円及びこれに対す
る平成１４年４月１３日（ただし，被控訴人ｃにおいては同月１４日）から各支払
済みまで年５分の割合による金員を支払え。
      　（２）　控訴人らの被控訴人らに対するその余の請求をいずれも棄却す
る。
      ２　訴訟費用は，第１・２審を通じて，これを１０分し，その９を控訴
        人らの負担とし，その余は被控訴人らの負担とする。

　　　　　　　　　　　　事実及び理由

第１　控訴の趣旨
　１　原判決中，被控訴人らに関する部分を取り消す。
  ２  被控訴人ａは，京都市に対し，５７万円及びこれに対する平成１４年４月１
３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
  ３　被控訴人ｂ，同ｃ，同ｄ，同ｅ及び同ｆは，京都市に対し，各５９万６９５
０円及びこれに対する平成１４年４月１３日（ただし，被控訴人ｃにおいては同月
１４日）から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
  １　事案の要旨
　　（１）　原審第１事件は，京都市の住民である，第１事件控訴人が，京都市議
会（以下「市会」又は「市議会」ともいう。）の議員（以下「市会議員」とい
う。）が平成１２年及び平成１３年に３回にわたって行った「海外行政視察」（内
訳は，①平成１２年８月１７日から同月２６日までの間のヨーロッパ視察〈以下
「ヨーロッパ視察」という。〉，②平成１２年１０月１８日から同月２７日までの
アメリカ視察〈以下「第１アメリカ視察」という。〉，③平成１３年８月２０日か
ら同月２９日までの間のアメリカ視察〈以下「第２アメリカ視察」という。〉であ
り，全体を併せて「本件各海外視察」という。）はいずれも観光目的の旅行である
から，その旅費のための公金の支出は，違法であるなどと主張して，平成１４年法
律第４号による改正前の地
方自治法（以下「法」という。）２４２条の２第１項４号に基づき，京都市に代位
して，本件各海外視察に参加した当時市会議員であった被控訴人ら６名及び原審相
被告１３名に対し，不当利得返還請求権に基づき，旅費として受け取った公金の半
額相当額及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成１４年４月１３日（ただ
し，被控訴人ｃにおいては同月１４日）から支払済みまで民法所定年５分の割合に
よる遅延損害金の返還を求める住民訴訟である（なお，被控訴人ａに対する請求額
は５７万円，その余の被控訴人らに対する請求額は各５９万６９５０円であ
る。）。
　　　　原審第２事件は，京都市の住民である第２事件控訴人が，原審第１事件と
同じ被控訴人らに対し，同一の請求をして，第１事件に共同訴訟参加した事件であ
る。
    　　なお，原審第２事件は，原審第１事件の別件訴訟として提起されている
が，共同訴訟参加の要件を満たしているから，その訴えの提起は共同訴訟参加の申
立てとして取り扱うのが相当である（なお，原審において，原審第２事件を原審第
１事件に併合する旨の決定がされているが，これは，外形上別訴として提起された
原審第２事件を，原審第１事件の共同訴訟であることを外形的，手続的に明確にす
るためにされたものであり，原審第２事件を原審第１事件の共同訴訟参加事件とし
て取り扱うことの妨げとなるものではない。）。
    （２）　原審は，ヨーロッパ視察及び第１アメリカ視察に関する訴えは，公金
支出から１年以上経過して監査請求がされたものであり，適法な監査請求（法２４
２条２項）を経ていないから，不適法であるとして却下し，第２アメリカ視察に関
する請求は，公金支出が違法とはいえないとして棄却した。
    　　控訴人らは，原判決中，第２アメリカ視察に関する部分（被控訴人らに関
する部分）について，原判決の取消しと自己の請求の認容を求めて控訴した。な
お，原判決中，ヨーロッパ視察及び第１アメリカ視察に関する部分（被控訴人ら以
外の原審相被告１３名に関する部分）は，控訴人らの控訴がなく確定した。



    （３）　当裁判所は，第２アメリカ視察の公金の支出の一部は違法であると判
断するものである。
　２　前提事実（末尾に証拠等を掲げないものは，当事者間に争いがない。）
　　（１）　当事者等
　　　ア　控訴人らは，京都市の住民である。
　　　イ　被控訴人らは，いずれも平成１２年から平成１３年にかけての期間，京
都市議会の議員であった者である。
　　（２）　京都市議会の出張に関する要領
　　　　京都市議会議長は，平成１１年９月３０日，「京都市会議員の出張に関す
る要領」（以下「本件要領」という。）を定めた。同要領には，議員の海外出張等
に関して，次のような規定がある（乙６）。
      ア　２期以上の議員は，その任期中に１回海外出張を行うことができる。
      イ　団を編成して行い，２団以内とする。
      ウ　海外出張には視察団に１人職員を随行させる。ただし，視察団員数が１
２名以上となる場合は，職員２名を随行させることができる。
      エ　出張旅費は，議員１人につき１２０万円を限度とし，出張期間は２１日
以内とする。
      オ　視察団団長は，海外出張を行おうとするときは，原則としてその３週間
前までに行程表，見積書を添えて出張申出書を議長に提出しなければならない。
      カ　視察団団長は，海外出張を行ったときは，速やかに出張報告書を議長に
提出しなければならない。
      キ　出張旅費は，京都市旅費条例を準用して支給する。
    （３）　被控訴人らの第２アメリカ視察と公金の支出
      ア　被控訴人ら６名は，被控訴人ａを団長，同ｂを副団長とする海外行政      
視察団を構成し，海外行政視察として，平成１３年８月２０日から同月２９日ま
で，アメリカ合衆国のシカゴ市，ボストン市，ワシントンＤ．Ｃ．及びニューヨー
ク市並びにカナダのトロント市に出張した（第２アメリカ視察）。第２アメリカ視
察には京都市の職員ｇが随行した。
　　　イ　京都市は，同月１７日，京都市長の同月１３日付け支出命令に基づい
て，第２アメリカ視察の出張旅費として，被控訴人ａに対しては，参加費用１１４
万円，その余の被控訴人らに対しては，それぞれ参加費用１１４万円と支度料５万
３９００円の合計１１９万３９００円を概算払の方法で支出（支出総額は８２８万
０４９５円）した（甲８）。
    （４）　監査請求
      ア　第１事件控訴人は，平成１４年２月１日，本件各海外視察の全体がいず
れも観光目的の旅行であるから，その経費の支出は違法又は不当な支出であるとし
て，京都市長において，視察に参加した市会議員らに対して，支出された金額の半
額を返還させる措置等をとるように求める監査請求を行った。
        　監査委員は，本件各海外視察の全体が観光目的であることを証する書面
の提出がないとして，同年３月１日付けで，上記監査請求を却下し，第１事件控訴
人は，そのころ，その通知を受けた。
    　イ　第２事件控訴人は，平成１４年５月２７日，本件各海外視察はいずれも
主目的が観光目的の旅行であるとして，アと同旨の監査請求を行った。
        　監査委員は，同年７月２６日，ヨーロッパ視察及び第１アメリカ視察に
ついては，公金支出から１年以上経過して監査請求を行ったことについて，正当な
理由があるとは認められないとして却下し，第２アメリカ視察についても，監査請
求に理由がないとして棄却し，第２事件控訴人は，そのころ，その通知を受けた。
　３　争点及びこれに関する当事者の主張
    （１）　原審第１事件に係る訴えの適法性（本案前）
　　〔被控訴人ら〕
      　原審第１事件に係る訴えは，次のとおり，適法な監査請求を経ていないか
ら不適法である。
　　　　すなわち，第１事件控訴人は，その監査請求に際して，本件各海外視察に
係る公金の支出命令，支出決定及び行程表の写しを添付していたが，これらの書面
は，適正な手続を経て公金が支出されたこと及び実際の旅程を明らかにするものに
すぎず，およそ「違法又は不当な公金の支出」があったことを証するものではな
い。したがって，第１事件控訴人の監査請求には，法２４２条１項の違法又は不当
な公金支出を「証する書面」が添付されていたとはいえないから，不適法なもので



ある。
　　〔第１事件控訴人〕
  　　　第１事件控訴人は，住民監査請求をした際，本件各海外視察についての支
出命令書，支出決定書，行程表等を提出している。そして，上記資料から，各視察
の日程と支出した金額は特定されており，違法な公金支出か否かについては行程表
を見れば，移動に必要な時間を除き，各視察時間とそれ以外の時間の区分，その視
察時間以外の時間での観光地見学の有無とその内容を監査することは可能である。
また，平成１２年の情報公開資料は京都市の行程表だけであり，議会では公開して
いないので，これ以上の「証する書面」は提出し得なかった。
　　　　したがって，監査の対象は明確であるから，監査委員が，「証する書面」
の提出がないとして監査請求を却下したことは違法である。
    （２）　第２アメリカ視察についての公金支出の違法性
　　〔控訴人ら〕
      　地方公共団体の議会が議員を海外に派遣する場合には，合理的な必要性が
必要であるところ，第２アメリカ視察は，その視察目的，訪問先，日程，視察内
容，費用等を考慮すると，視察に名を借りた観光旅行であるから，合理的な必要性
は認められず，京都市が，そのような観光旅行に被控訴人らを派遣したことには，
裁量権を逸脱した違法があり，その経費として被控訴人らに公金を支出したことも
違法であって，被控訴人らは，それぞれ，支給された公金の少なくとも２分の１相
当額を不当に利得している。
      ア　視察目的
        　市会議員が海外に行政視察に赴く合理的な必要性がある場合において
は，まず視察目的があって，その目的にかなう視察先を定めるのが当然である。し
かし，第２アメリカ視察においては，必要な視察目的があって，視察が計画された
のではなく，先に視察先が決められ，その後に視察目的が設定されたものであり，
しかも，その視察目的に関してあらかじめ準備・研究がされた形跡はない。このよ
うな視察目的が極めて軽視され，形骸化していることからして，第２アメリカ視察
の        実質は観光旅行であることは明らかであって，行政視察としての体裁を
整えるために，取って付けたような「視察目的」が形式的に定められたからといっ
て，主たる目的が観光旅行である性格が変わるものではない。
        　現に，「循環型社会形成の取り組み」の調査を目的とするシカゴにおい
ては，京都市としては考えられないようなゴミ処理方法を採用しており，分別・リ
サイクルにしても特に先進的な取組があるわけでもない。「交通政策」の調査を目
的とするボストンも，京都市が参考にすべき高速道路関係の資料があるわけではな
い。「ドメスティック・バイオレンス対策」の調査を目的とする，ワシントンＤＣ
においても，事前に資料を集めれば十分に得られる以上の成果は報告されていな
い。ニューヨーク，トロントにおいても同様である。
      イ　日程等
        　第２アメリカ視察は，その視察目的からすると１０日もの日数を必要と
するものではないのに，わざわざ土曜日と日曜日をはさむ１０日もの日程を組み，
しかも全ての視察が６名もの大人数で行われている（真に調査の目的を達成するた
めには，少人数で分担する方が期間も短くて済み合理的である。）。また，季節も
８月に，行き先も北アメリカに限定されており，真に必要な時期に必要な調査をす
るものではなく，年中行事化したものであることが表れている。
        　なお，滞在期間内に行った短時間の施設訪問等が意味のある視察であっ
たとしても，それによって，全体として観光旅行であるという性格が変わるもので
はない。
      ウ　視察内容等
          第２アメリカ視察において参加した被控訴人らが行った視察は，観光的
な視察のほかは，１日１時間ないし２時間，各種の施設において説明を受けた程度
のものにすぎない。現在の高度情報化社会においては，海外の情報であっても，様
々な手段で入手することは容易であって，上記程度の調査のため，あえて，公金を
使って現地に赴く程の合理的な必要性はない。
          また，第２アメリカ視察については，公務と言い得る時間の２倍近い時
間が観光に充てられている（実際の旅行日程により，公務時間と観光時間を比較す
ると，公務時間が１５時間にすぎないのに対し，観光時間は，土曜日，日曜日全日
〈ディナークルーズやメトロポリタン美術館の見学等〉を含め，３１時間も費やさ
れている。）。



      エ　費用
        　第２アメリカ視察の行き先，旅行内容は，各旅行会社が行っているいわ
ゆるパック旅行とそれほど変わりはない。ところが，その費用は，１人約１２０万
円と一般のパック旅行の２，３倍であり，その効果に比べて過大である。
　　〔被控訴人ら〕
      　第２アメリカ視察は，議員の活動に資するための視察目的をもって計画，
実行された適法なものであり，支出された費用も適正なものであって，違法な公金
の支出には当たらない。
      ア　視察の必要性，視察目的，視察先，視察時期等
        　国際化が進展した今日においては，市会議員の海外視察は，議員として
の見識を深めるだけではなく，執行機関から提出される議案の審議の際の参考とし
たり，市の施策の実施について広く提言を行うなど，議会の活動能力を高め，議会
の意思決定機能や監査機能の強化を図るために，有益かつ重要な方法の一つであ
る。
        　第２アメリカ視察においては，あらかじめ，生活安全，ドメスティッ
ク・バイオレンス，水質資源保全，循環型社会形成，大都市の交通政策という視察
目的を定め，これらに先進的に取り組んでいるニューヨーク，ワシントンＤＣ，ト
ロント，シカゴ，ボストンの各都市を視察先として確定し，姉妹都市であるボスト
ン市及び国際連合日本代表部への公式表敬訪問を行うための日程を定め，それに基
づき各訪問先で視察目的に沿った調査をし，公式友好親善を深めている。
        　そして，第２アメリカ視察に参加した市会議員は，視察ごとに報告書を
作成し，市民の閲覧に供しているほか，参加経験を踏まえ，市議会の本会議や委員
会で質問するなど，その成果は議員活動に生かされている。
      イ　視察先，視察時期
        　視察先が様々な行政分野において先進的な取組を行っている北アメリカ
の諸都市となるのは自然であり，視察時期が，８月となるのも，その時期は，市議
会が閉会中であるからにすぎず，いずれも第２アメリカ視察が観光目的であったこ
とをうかがわせる事情ではない。観光とは何らの関係もない。
      ウ　視察の日程等
        　第２アメリカ視察において，行政視察の合間には，市内視察が含まれて
いるが，これらのほとんどは，日曜日を除いて，行政視察が実施された後に，次の
行政視察まで空き時間が生じた際に，その都度現地協議により市内視察が実施され
たものであり，実施された市内視察も，その大部分は，都市施設の見学である。ま
た，観光施設の見学が含まれているとしても，京都が国際観光都市としての機能を
高めるためには，海外の観光施設を視察して今後の参考とすることも有意義である
から，議員の職務と関連ある行政視察的要素を含むものである。
          また，参加者は，日曜日においても，団体行動で調査項目に関連する施
設等を視察するなどして，できる限り多くの成果を得るよう努めている。
      エ　費用
        　第２アメリカ視察の費用は，本件要領において限度としている１２０万
円以内であり，海外行政視察を確実に遂行できる規模と実績を有する旅行代理店数
社から見積書の提出を受けて，決定したものであり，適正である。
第３　当裁判所の判断
　１　原審第１事件に係る訴えの適法性（争点（１））について
　　　被控訴人らは，第１事件控訴人の監査請求には「証する書面」が添付されて
いたとはいえないから，不適法である旨主張している。
　　　ところで，法２４２条１項が，監査請求について，違法又は不当な財務会計
上の行為又は怠る事実を証する書面を添えることを求めている趣旨は，事実に基づ
かない単なる憶測や主観だけで監査を請求することの弊害を防止しようとするとこ
ろにあるから，「証する書面」については，当該行為が違法等であることを証明す
るに足りる証拠である必要はなく，監査を求めている根拠として一定の事実がある
ことを示す書面であれば足りると解される。
　　　これを本件についてみるに，証拠（甲１，５の3）及び弁論の全趣旨によれ
ば，第１事件控訴人は，監査請求にあたって，本件各海外視察の支出決定書及び支
出命令書並びにヨーロッパ視察及び第１アメリカ視察の行程表を添付していること
が認められ，これらにより，訪問先都市が一般の観光旅行の目的地となる都市であ
り，ヨーロッパ視察及び第１アメリカ視察の行程表から，その行政視察が滞在時間
の全てあるいは大部分を要するものではないことがうかがえるから，同様の海外視



察である第２アメリカ視察においても，その点は同一であると推認することも可能
であり，これらを併せて，第２アメリカ視察が観光目的と一応推認することが可能
であるから，第２アメリカ視察が観光目的であることについて，単なる憶測や主観
を超えた根拠がある
とすることができるのであって，第２アメリカ視察について，「証する書面」の添
付があったものとすることができる。
　　　したがって，「証する書面」の添付の点から，第１事件控訴人の監査請求を
不適法とすることはできず，被控訴人らの本案前の主張は採用できない。
　２　第２アメリカ視察についての公金支出の違法性（争点（２））について
    （１）　認定事実
    　　前記前提事実及び証拠（甲９の4，乙５，９，１７，２０，２３，２６，原
審証人ｇ）並びに弁論の全趣旨を総合すると，以下の事実が認められる。
      ア　市会議員による海外行政視察は，本件要領に基づいて，次のような手
続，手順で実施される。
      　　市会運営委員会の理事会において，視察にかかるテーマ，行き先（方
面），調査都市の候補，調査事項の事例，参加する市会議員を決定し，その後，参
加する市会議員が旅行代理店も交えて具体的な調査事項，調査都市，日程を協議し
て行程案を作成する。当該行程案は，市会運営委員会理事会に諮られた上，視察団
長が市会議長に申請書を提出して最終的に決定される。
      　　なお，２期以上の市会議員は，任期中に１回海外行政視察に参加してお
り，その順番は，各会派で決定している。
      イ　第２アメリカ視察についても，市会事務局が北アメリカ方面への視察を
提案し，平成１３年５月８日の市会運営委員会理事会において，視察にかかるテー
マ，行き先（方面），調査都市の候補，調査事項の事例，参加する市会議員が決定
された。その後，視察参加者らは，事務局案や旅行代理店の案を基に，具体的な視
察テーマ，調査事項，調査都市，日程について協議をし，その結果，平成１３年８
月２１日にシカゴ市において，①「循環型社会形成の取組について」，同月２２日
にトロント市において，②「水道水源保存の取組について」それぞれ視察し，同月
２３日に，③京都市の姉妹都市であるボストン市を公式訪問するとともに同市にお
いて，④「交通政策について」視察し，同月２４日にワシントンＤ．Ｃ．におい
て，⑤「ドメスティック
・バイオレンス対策について」視察し，同月２７日にニューヨーク市において，⑥
国際連合日本政府代表部を公式訪問するとともに，⑦「生活安全対策について」視
察するとの行程案を作成した（なお，視察参加者ごとに担当項目と担当都市が定め
られたが，全体の取りまとめと③⑥が被控訴人ａ，①が同ｅ，②が同ｄ，④が同
ｆ，⑤が同ｃ，⑦が同ｂであった。）。この行程案について，同年８月１日，市会
運営委員会理事会で承認を得た上，市会議長によって，第２アメリカ視察の実施が
決定された。なお，実施に先立ち，全体で，事前の学習会等を開催したことはな
い。
          それを受けて，海外渡航旅費の支出決定書が起案され，市長により，同
年８月１０日，支出が決定された。
      ウ　市会議員が職務のために出張するときは，京都市報酬及び費用弁償条例
７条，京都市旅費条例１８条により，「旅費の取扱いについて」という基準に従っ
て支給されることとされており，同基準によれば，外国旅行の旅費の種類は，航空
費，鉄道費，船賃，車賃，日当，宿泊料，支度料及び旅行雑費と定められている
が，団体参加により外国旅行をする場合で，これらの合計額が明らかに団体参加旅
費を上回る場合には，団体参加費及び支度料の合計額が支給されることとされてお
り，第２アメリカ視察については，平成１３年８月１３日，市長により，被控訴人
らにつき，団体参加旅費（１人１１４万円）及び支度料（被控訴人ａを除き，１人
当たり，５万３９００円）の支出が命令され，同額が支給された。
          市議会は，第２アメリカ視察に当たっては，旅行代理店３社から見積書
を提出させ，その中からの株式会社Ｊ社を選択し，同社に旅行の手配を依頼した。
被控訴人らは，上記支給額から，同社に対して，見積書のとおり，交通費，宿泊
費，食事代，施設入場料等の一部及び通訳代として，１人当たり１１４万円を支払
った（随行のｇ分も含め，合計７９８万円）。
      エ　第２アメリカ視察における参加者らの行動は，次のとおりである。
　　　　(ア)　平成１３年８月２０日（月曜日）
        　　関西国際空港からデトロイト経由でシカゴ市に向けて出国し，同日午



後４時５１分ころ（現地時間。以下同じ。）にシカゴ空港に到着し，同日は，シカ
ゴ市内のホテルで宿泊した。
　　　　(イ)　同月２１日（火曜日）
　　　　　　朝，シカゴ市庁舎を訪問し，午前１０時から午前１１時４５分までシ
カゴ市環境局において，環境局副局長から「環境の循環型社会形成の取組」につい
ての説明を受け，質疑等を行い，その後，市郊外にあるシカゴ・ソーティング・セ
ンター（リサイクルセンター）に移動し，午後０時１５分ころから午後１時１５分
ころまで同施設職員から説明を受け，施設内を見学した。その後，市街地に戻って
昼食をとり，午後２時３０分ころから，シアーズタワーなどの市街地の高層建築物
や高層ビルを利用した駐車場，高層建築物附属の駐輪場などを見て歩いた後，イリ
ノイ州庁舎に移動し，州庁舎のオープンな執務室を見学した。その後，バッファロ
ー空港を経て，午後８時３０分ころ，バスでナイアガラ市のホテルに到着し，同ホ
テルに宿泊した。
　　　　(ウ)　同月２２日（水曜日）
　　　　　　朝，ホテル周辺の公園を清掃する作業の様子を見学した後，午前９時
５０分ころ，トロント市に向けてバスで同ホテルを出発し，トロント市到着後，午
前１１時４５分ころから午後０時１５分ころまでオンタリオ州庁舎を見学し，昼食
後，午後１時３０分ころから午後３時３０分ころまでトロント市水道局の執務室に
おいて，同市の水質保全の取組について担当者から説明を受け，質疑等を行った。
その後，バスで空港に移動し，航空機で午後７時２０分ころにボストン空港に到着
し，同市内のホテルに宿泊した。
　　　　(エ)　同月２３日（木曜日）
　　　　　　午前９時３０分から，市役所前で行われていた市民参加の催しを見学
した後，午前１０時ころから正午ころまでボストン市役所を訪問し，京都市長の親
書をボストン市長代理に手渡した後，同市の交通政策についての説明を受け，質疑
等を行い，昼食後，午後１時１５分からボストン市街地を歩いて回った後，市内の
高速道路建設現場，マサチューセッツ工科大学のキャンパスや校舎を見学した。そ
の後，航空機でワシントンＤ．Ｃ．に移動するため空港に行き，午後６時３０分こ
ろワシントンＤ．Ｃ．の空港に到着し，そのまま市内のホテルで宿泊した。
　　　　(オ)　同月２４日（金曜日）
　　　　　　午前１０時３０分ころ，ＮＰＯである家庭内暴力に反対する全国連合
会の事務所を訪問し，午後０時３０分ころまで２人の担当者と懇談した。昼食後の
午後１時３０分ころ，上院の議場を見学し，その後，アーリントン国立墓地を訪問
し，国立航空宇宙博物館及びナショナルギャラリーを見学し，午後４時３０分ころ
バスでホテルに向かった。
　　　　(カ)　同月２５日（土曜日）
　　　　　　朝，ボルティモア市に移動し，午前１０時５０分ころから正午ころま
での約１時間，インナーハーバー（大規模ショッピングセンター）を見学し，昼食
後，列車（アセラ特急）でニューヨーク市に移動し，午後３時５０分ころ同市に到
着し，夜間は，ディナークルーズ船に乗船して夕食をとり，そのまま市内のホテル
で宿泊した。なお，同日には，視察目的に沿う視察日程は組まれていない。
　　　　(キ)　同月２６日（日曜日）
　　　　　　午前９時ころから夕方まで，貸切バスで，約８時間にわたり，ガイド
付きで，メトロポリタン美術館などニューヨーク市街を見て回った。なお，同日に
も視察目的に沿う視察日程は組まれていない。
　　　　(ク)　同月２７日（月曜日）
　　　　　　午前１０時ころから午後０時１５分ころまでニューヨーク市警察本部
を訪問し，人事部長から生活安全対策についての説明を受け，質疑等を行った。そ
の後，国際連合本部で，昼食をとりながら日本人職員から国際連合の概要について
の説明を受けた後，本部内の諸施設を見学し，午後２時ころ，日本政府代表部を訪
問し，大使から国際連合を取り巻く諸状況についての説明を受けた。
　　　　(ケ)　同月２８日（火曜日）
　　　　　　朝の飛行機でニューヨーク市を出発し，デトロイトを経由し，同月２
９日，関西国際空港に到着し，帰国した。
      オ　第２アメリカ視察に参加した被控訴人らは，視察の結果について，各自
の担当部分について原稿を作成し，随行したｇが，予算の枠内に収まるように整
理・編集して「京都市会海外行政視察報告書」（乙５）という冊子にまとめて報告
している。



    （２）　判断
    　ア　普通地方公共団体の議会は，当該普通地方公共団体の議決機関として，
その機能を適切に果たすために必要な限度で広範な権能を有し，合理的な必要性が
あるときはその裁量により議員を海外に派遣することができるが，裁量権の行使に
逸脱又は濫用があるときは，議会による議員派遣の決定が違法となる場合がある
（最高裁判所第１小法廷昭和６３年３月１０日判決・裁判集民事１５３号４９１
頁，最高裁判所第３小法廷平成９年９月３０日判決・裁判集民事１８５号３４７頁
参照）。
    　　　換言すれば，議員の海外行政視察が許されるのは，議決機関を構成する
議員として，その職責を果たす上で合理的な必要性がある場合に限られるのであっ
て，視察目的が議員の活動との関連で正当性が存在しない場合や，視察目的に合理
性があっても，その目的に照らして，派遣計画が相当性を有しない場合等には，裁
量権の逸脱又は濫用が認められることになる。そして，派遣計画の相当性について
は，目的の正当性に関する議会の裁量の広範性と比べると，議会の裁量は制約され
ていると解するべきであって，視察目的との関連性を議会が積極的に示すことので
きない視察旅行は，相当性を欠くものとして違法であると解される。
      イ　これを第２アメリカ視察について検討する。
        　まず，視察目的についてみるに，前記認定事実のとおり，第２アメリカ
視察においては，参加した市会議員である被控訴人らは，①循環型社会形成の取組
について，②水道事業について，③交通政策について，④ドメスティック・バイオ
レンス対策について，⑤生活安全対策について，それぞれ先進的な取組を視察する
と共に，姉妹都市ボストン市とニューヨーク市の国際連合日本政府代表部を公式訪
問することを目的としているところ，京都市の当時の具体的な政策課題との関連に
おいて，この時期に多人数で海外行政視察を行う必要性があったかはともかくとし
て，これらの視察目的自体は，抽象的には市会議員の活動に密接に関連し，あるい
は将来関連性を持ち得る課題として，正当な視察目的であるというべきである。
      ウ　次に，派遣計画の相当性について検討する。
        (ア)　控訴人らが指摘しているように，本来，公費を使って海外行政視察
を行う以上，先ず視察の必要性が検討され，その必要性を満たし得る地域・機関等
を調査し，その調査に相応しい担当者を決定すべきであるが，市議会は，本件要領
を定め，２期目以上の議員であれば，その適格性や具体的な必要性を問うことな
く，任期中に１回は海外出張を行うことができるものとし，また，同要領による海
外出張は，団を編成して行い，１年間に２団以内に限って派遣するものとしている
（有資格議員が６０名として，全員が派遣されるためには，１団を７～８名とし
て，年２団ずつ実施することになる。）。そのため，市会事務局は，恒例行事とし
て，行き先（方面）を決めて視察の提案を行っており，第２アメリカ視察について
も，調査項目より先に派遣
場所（北米）が決定されている。
        (イ)　このように本末を転倒したともいうべき海外視察の計画のためもあ
って，それぞれの調査項目の調査の対象として，第２アメリカ視察の際，訪問した
都市が最善の選択であるかについては疑問が少なくないし（視察報告書から見て，
例えば，シカゴ市において，「循環型社会形成の取組について」の視察を行ってい
るが，ゴミの処理方法やリサイクルに関する取組等について，京都市の取組より遅
れていることはあっても，取り入れられるべき先進的な施策が行われているように
は思われない。），調査した内容も報告書等の内容から判断する限り，視察先から
入手した資料の域を出ないものや，表面的・概括的なものが多く，京都市の課題と
の関係でどのように有益な視察結果が得られたのかもほとんど明確にされていな
い。
        (ウ)　そのような実態からすれば，真に多人数による海外視察の必要性が
あったのか，また，このようなレベルの海外視察を住民が許容していると見るべき
か，いささか疑問というべきであるが，前記認定事実によれば，一応，訪問都市と
調査項目との関連性は認められる上，現実に各施設を視察しており，被控訴人ａ
は，市議会（本会議）での一般質問で，第２アメリカ視察において，ｆ国連大使と
意見交換したことを紹介しつつ，京都で国際会議を開催することの宣伝効果として
の意義を強調し，サミットの招致についての市長の見解を求め（乙９。もっとも，
同被控訴人は何度も国連を訪問しているということでもあり，今回の視察の成果と
いえるかは不明である。），また，同視察で「循環型社会形成の取組について」を
担当した          被控訴人



ｅは，京都市役所本庁舎がＩＳＯ１４００１を取得するについて，委員会で発言し
たことがあったようであり（原審証人ｇ。ただし，シカゴ市の視察がどのように反
映されているかは明らかでない。），何らの成果がなかったとまではいえないこ
と，視察内容や視察場所と視察予定時間（実際の視察時間が短い場合でも，相手方
の対応や質疑によって不確定要素があることから，ある程度幅を取って設定されて
いる。）に照らして，１０日間の日程が不相当に長期間であるとまでは認め難いこ
と，支出された費用も，条例に基づいて算定された金額であり，本件要領限度内の
額であることなどからすると，いまだ第２アメリカ視察の派遣計画の全体が観光目
的であって，市議会の裁量を逸脱し，相当性を欠くものとして，違法であるとまで
断ずるのは相当でない
。
        (エ)　控訴人らは，第２アメリカ視察の視察内容は，様々な方法で諸外国
の情報を容易に入手できるようになった今日において，特段，現地に行って視察す
る必要性のあるものではないと主張するところ，もっともな面はあるが，書物等に
より得られる知識と現実に海外で見聞して得られる知識とでは，質的に差があり，
議員としての幅広い見識と国際的な視野を持ち，これを保つためには，実際に現地
で視察することの必要性もあながち否定できない（ただし，議員として，幅広い見
識や国際的な視野を持つことは，もとより期待されるところであるが，基本的には
自己研鑽によって獲得すべきこととも考えられ，情報化が進み，海外旅行が容易な
時代になっていることなども考慮すれば，今度，このような一般教養取得型ともい
うべき海外視察を温存
すべきかは大いに検討の必要があろう。）。
      エ(ア)　しかし，派遣計画の相当性を検討するに当たっては，全体的な考察
のみならず，個別の日程の検討も不可欠であると解される。なぜならば，正当な視
察目的のために，視察日程が組まれた場合，その一部に明らかに視察目的に合致し
ない日程（すなわち，観光目的の日程）が組まれていても，全体としては違法では
ないと判断されるのであれば，正当な視察目的を加えておけば，観光のための無駄
な公金が支出されることを抑制できないことになり，結果として，議員の派遣に関
しては，法的な統制がほとんど及ばないということになりかねないからである。
　　　　　　以上の観点からすると，視察日程の一部ではあっても，当該日程が専
ら観光目的など視察目的と何ら無関係に組まれ，そのために公金が支出されている
場合には，当該日程部分についての公金の支出は，裁量権の逸脱又は濫用に当た
り，違法であると解するのが相当である。
　　　　(イ)　これを本件についてみるに，前記認定事実によれば，第２アメリカ
視察の日程において，平成１３年８月２５日（土曜日）と同月２６日（日曜日）に
ついては，視察目的に沿う何らの視察も行われていないところ，２５日の土曜日に
ついては，交通機関による都市間の移動も同時に行われており，インナーハーバー
等の「観光」が約１時間にすぎないことから，必ずしも２５日の日程全体が観光目
的とまで即断できないものの，２６日の日曜日については，同一都市（ニューヨー
ク）に滞在しつつ，視察目的とは直接には何らの関連性も有しないメトロポリタン
美術館等ニューヨーク市内の見学等をしているのであるから，観光目的であると判
断されてもやむを得ないものであり，その所要時間が８時間もの長時間に及ぶこと
からしても，２６日
の日曜日の日程に限っては，相当性を欠くものとして，裁量権の逸脱又は濫用があ
るといわなければならない。
        (ウ)　被控訴人らは，観光施設の見学が含まれているとしても，京都が国
際観光都市としての機能を高めるためには，海外の観光施設を視察して今後の参考
とすることも有意義であるから，議員の職務と関連ある行政視察的要素を含むもの
である旨主張している。
          　しかし，前記のとおり，そもそも第２アメリカ視察の目的には，観光
施策の調査などは含まれていない上，いやしくも視察目的とする以上，漠然とした
見学にとどまらず（それは正に観光であろう。），具体的な調査項目が必要である
と解されるところ，２６日の日曜日の日程には，そのような具体的な調査項目がま
ったく設定されておらず（現に，乙５の報告書においても，土曜日と日曜日の日程
に関する報告は全くされていない。），また現実に調査もされた形跡がないのであ
って，当該部分は，視察目的に照らして相当な計画であるとは到底認められない。
もっとも，海外行政視察の機会に，我が国と異なる街並み，文化，生活等に触れる
こと自体，議員の行政的判断のための知識ないしその土台となる素養を得るという



面において，それなり
に有意義であるとは解されるものの，そのようなことはその性質上，およそ議員の
自己研鑽の一環として自費で賄われるべき事柄であって，市民の税金等を原資とす
る公金を費消してまで行うことが許されるべきものではない。
          　また，前記認定事実によれば，前記両日以外にも観光的な日程が組ま
れていることが窺えるが，これらはいずれも正当な視察日程の前後に接着して組ま
れたものであり，ことさら観光のみを目的に組まれたものとまで断定できないか
ら，いまだ裁量権の範囲内というべきであり，裁量権の逸脱又は濫用があるとまで
は認め難い。
　　　オ　そこで，以上を前提に，違法な公金の支出額について検討する。
　　　　　証拠（甲９の4）によれば，８月２６日に支出された費用のうち，宿泊費
用を除いた額は，総額１６５９．８ドルであり，被控訴人ら６名とｇの７名で負担
するものとすると，１人当たり，２３７．１ドルであることが認められ，これを所
定の為替レートで円換算すると，１ドル＝１２０．４円であるから（弁論の全趣
旨），１人当たりの支出額は，２万８５４６円（円未満切捨て）となる。
　　　　　もっとも，甲９の4を上記の為替レートで円換算して，航空運賃を加えた
額の総額は，８１９万２８４５円であるのに対し，第２アメリカ視察について，京
都市がｊ社ｋ支店に支払った総額は７９８万円（甲９の4）であるから，現実に支払
われた額を前提に違法な公金額を算定するには，上記の額を上記の割合で按分する
必要があり，その額は，１人当たり，２万７８０４円（円未満切捨て）となる。
　　　カ　したがって，第２アメリカ視察に関する公金の支出のうち，上記の１人
当たり，２万７８０４円の支出は違法であるから，第２アメリカ視察の参加者であ
る被控訴人らは，上記金額を不当に利得しているというべきである。
　３　結論
      以上によれば，控訴人らの被控訴人らに対する請求は，京都市に対し，不当
利得として，各２万７８０４円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成１
４年４月１３日（ただし，被控訴人ｃにおいては，同月１４日）から支払済みまで
民法所定年５分の割合による遅延損害金の返還を求める限度で理由があるが，その
余の請求はいずれも理由がない。
      よって，原判決を上記の趣旨に変更することとし，主文のとおり判決する。

    　大阪高等裁判所第１４民事部

        　　　　裁判長裁判官　　　　井　　　垣　　　敏　　　生

                      裁判官      　高　　　山　　　浩　　　平

  　 　　　　　 　　　裁判官　　　　神　　　山　　　隆　　　一


